
１．採用職種と主な業務

２．採用後の配属先及び勤務地

３．勤務条件

（予定）

）

年次有給休暇 （上記の任用予定期間で任用された場合）

円

雇用保険: 健康保険: 厚生年金保険: 公務上の災害補償:

※各種保険の加入要件に従う。
加入保険等

身分・服務
地方公務員法を適用（一般職の非常勤職員）
※法令及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、守秘義務、職務専念
義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止等が適用

10 日

有 有 有 有

年末年始: ○

○ ）曜日

上の曜日以外で毎週不定休 0 日

- 金: - 土: ○ 日:

西予市の条例及び規則等に基づき、翌月21日に支給

基準日（6月1日及び12月1日）において一定の要件を満たした場合、支給（年2回）

祝日・年末年始

その他の休日

産林 1

募集人数

※勤務時間数、勤務日数に応じて翌月21日に支給
基本給

諸手当等
西予市の条例及び規則等に基づき、翌月21日に支給

※時間外勤務に係る手当等を支給

（休憩：

早出遅出

8:30 ～ 16:30 12:00 ～ 13:00

林業課（本庁舎内）または派遣先、惣川地区

無

令和８年度西予市会計年度任用職員（非常勤）募集要項

○祝日:

～

業務内容
・林業就業に必要なスキル取得（派遣での研修を含む）
・惣川地区活性化の補助

勤務所属 勤務場所

任用種別 職種パートタイム

採用後、1ヶ月間（勤務が15日に満たない場合は15日に達するまで）

令和8年4月1日

797-8501
住所地

地域おこし協力隊

1日あたり 10,170 10,170円 ～

通勤費

定期的な休日

休日

令和9年3月31日

時間外

勤務成績が良好な場合、再度の任用又は任期の更新を行う場合がある。

名1

試用期間

西予市宇和町卯之町三丁目434番地1または西予市野村町惣川地区派遣先

産業部林業課

任用期間

再度の任用
再度の任用及び更新の上限がある（令和11年3月31日まで）。

休暇

賞与

実働 7 時間 × 週 5 日就業時刻

- 火: - 水: - 木:毎週（月:

早出勤務： 有 遅出勤務： 有



４．応募要件

５．応募方法

６．試験の方法等

７．問合せ先

試験日 別途ご案内します。

会場 別途ご案内します。

担当者 産業部林業課　　沖本　一平

電話番号 0894-72-2367

提出書類
・令和7年度西予市会計年度任用職員申込書または応募フォームより
　応募URL　https://www.city.seiyo.ehime.jp/kakuka/soumu/soumu/shokuinnboshuu/17863.html
・履歴書（顔写真付きのもの）

産業部林業課にご提出ください。

令和8年1月30日

方法 面接試験等

提出先

提出期限

必要な
資格免許等

普通自動車運転免許

※郵送もしくは直接持参してください。

※ただし、随時選考を開始するため、上記期限前に締め切る場合があります。

その他

次に該当しない者（地方公務員法第16条）
・禁錮以上の刑に処され、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなる
までの者
・西予市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
・人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第60条から第63条まで
に規定する罪を犯し、刑に処された者
・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破
壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者


